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○
国
土
交
通
省
令
第
五
号 

国
土
利
用
計
画
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
国
土
利
用
計
画

法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
八
年
二
月
二
日 

国
土
交
通
大
臣　

金
子　

恭
之　
　

 

国
土
利
用
計
画
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

国
土
利
用
計
画
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
総
理
府
令
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重

傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い

も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 
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改　

正　

後

改　

正　

前

（
事
後
届
出
に
係
る
届
出
書
の
記
載
事
項
） 

（
事
後
届
出
に
係
る
届
出
書
の
記
載
事
項
） 

第
十
九
条
の
三　

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

第
十
九
条
の
三　

法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
七
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

一　

権
利
取
得
者
の
国
籍
等
（
自
然
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
国
籍
の
属
す
る
国
又

一　

権
利
取
得
者
の
国
籍
等
（
国
籍
の
属
す
る
国
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認

は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第

定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
第
二
条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る

二
条
第
五
号
ロ
に
規
定
す
る
地
域
を
い
い
、
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
設
立
に

地
域
を
い
い
、
同
法
別
表
第
二
の
永
住
者
の
在
留
資
格
を
有
す
る
者
又
は
日
本

当
た
つ
て
準
拠
し
た
法
令
を
制
定
し
た
国
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に

（
同
法
別
表
第
二
の
永
住
者
の
在
留
資
格
を
有
す
る
者
又
は
日
本
国
と
の
平
和

関
す
る
特
例
法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
に
あ

条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特
例

つ
て
は
そ
の
旨
を
含
む
。
）
（
法
人
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
設
立
に
当
た
つ
て
準

法
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
一
号
）
に
定
め
る
特
別
永
住
者
に
あ
つ
て
は
そ
の

拠
し
た
法
令
を
制
定
し
た
国
） 

旨
を
含
む
。
次
号
イ
に
お
い
て
同
じ
。
） 

 

二　

権
利
取
得
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項 

（
新
設
） 

イ　

そ
の
代
表
者
の
国
籍
等　

 
 

ロ　

次
の
⑴
又
は
⑵
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
⑴
又
は

 

⑵
に
掲
げ
る
事
項 

 

⑴　

同
一
の
国
籍
等
を
有
す
る
者
が
そ
の
役
員
の
過
半
数
を
占
め
る
場
合　

 

当
該
国
籍
等 

 

⑵　

同
一
の
国
籍
等
を
有
す
る
者
が
そ
の
議
決
権
の
過
半
数
を
占
め
る
場
合

 

　

当
該
国
籍
等 

 

三
・
四　

（
略
）

二
・
三　

（
略
）
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附　

則 
こ
の
省
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


